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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の面に第１印字面が設けられた第１シート基材の他方の面に第１疑似接着剤層を介
して第１接着剤層が積層された第１接着シートと、一方の面に第２印字面が設けられた第
２シート基材の他方の面に、第２疑似接着剤層、不透明層を介して第２接着剤層が積層さ
れるとともに、前記第２接着剤層に非接着領域が設けられた第２接着シートとを含む配送
伝票であって、
　前記第２接着シートは第１接着シートよりも大きい形状に設けられ、
　前記第１接着シートの第１印字面側に第２接着シートの非接着領域を重ねて当該非接着
領域の外周側に表出する接着剤層を被着体に貼付することで、前記第１印字面が隠蔽され
ることを特徴とする配送伝票。
【請求項２】
　一方の面に第１印字面が設けられた第１シート基材の他方の面に第１疑似接着剤層を介
して第１接着剤層が積層された第１接着シートと、一方の面に第２印字面が設けられた第
２シート基材の他方の面に、第２疑似接着剤層、第２接着剤層が順次積層されるとともに
、前記第２接着剤層に非接着領域が設けられ、前記第２接着剤層又は非接着領域が不透明
に設けられた第２接着シートとを含む配送伝票であって、
　前記第２接着シートは第１接着シートよりも大きい形状に設けられ、
　前記第１接着シートの第１印字面側に第２接着シートの非接着領域を重ねて当該非接着
領域の外周側に表出する接着剤層を被着体に貼付することで、前記第１印字面が隠蔽され
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ることを特徴とする配送伝票。
【請求項３】
　前記第２シート基材は、複数に分割可能な切り込みを有し、当該切り込みの内側が受領
書として機能することを特徴とする請求項１又は２記載の配送伝票。
【請求項４】
　前記第２シート基材は、前記切り込みの内縁側に前記受領書の捲り部を備えていること
を特徴とする請求項３記載の配送伝票。
【請求項５】
　前記非接着領域の外周側に表出する前記接着剤層の一部に剥離促進部が設けられている
ことを特徴とする請求項１ないし４の何れかに記載の配送伝票。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は配送伝票に係り、更に詳しくは、秘匿情報を隠蔽した状態で被着体に貼付する
ことができる配送伝票に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、インターネットやテレビショッピング等の普遍的な拡大に伴い、伝統的な店頭販
売に加えて通信販売が普及するに至り、配送業者が販売者に代わって商品を消費者に届け
る流通形態が多く見られるようになっている。そのため、配送伝票を通じて商品に関する
情報、例えば、商品名、商品価格等が漏洩し得ることとなる。これらの情報は、消費者が
購入した商品が何であるかを特定するため、消費者のプライバシーに大きく関わる秘匿情
報であるとともに、商品価格は、商品価値を把握できるため、流通過程における盗難防止
を図る観点からも秘匿情報といえる。
【０００３】
　特許文献１には、貼付票と、当該貼付票に重ね合わされる配達票とを備えた配送伝票が
開示されている。この配送伝票は、配達票が疑似接着剤層を介して貼付票に接着される構
成となっており、配達票が前記疑似接着剤層の界面で剥離可能に設けられている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１１５５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された配送伝票にあっては、配達票を貼付票から剥離
したときに、当該貼付票に印字された内容が表れてしまうものとなっており、当該印字内
容を秘匿した状態に保つことができない、という不都合がある。
【０００６】
　　［発明の目的］
　本発明は、このような不都合に着目して案出されたものであり、その目的は、配達員が
持ち帰る部分を剥離しても、秘匿情報を隠蔽した状態に保つことのできる配送伝票を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、本発明は、一方の面に第１印字面が設けられた第１シート基
材の他方の面に第１疑似接着剤層を介して第１接着剤層が積層された第１接着シートと、
一方の面に第２印字面が設けられた第２シート基材の他方の面に、第２疑似接着剤層、不
透明層、第２接着剤層を介して非接着処理層が積層されるとともに、当該非接着処理層の
外周側に前記第２接着剤層が表出するように設けられた第２接着シートとを含む配送伝票
であって、前記第２接着シートは第１接着シートよりも大きい形状に設けられ、前記第１
接着シートの第１印字面側に第２接着シートの非接着処理層を重ねて当該非接着処理層の
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外周側に表出する接着剤層を被着体に貼付することで、前記第１印字面が隠蔽される、と
いう構成を採っている。
【０００８】
　また、本発明は、一方の面に第１印字面が設けられた第１シート基材の他方の面に第１
疑似接着剤層を介して第１接着剤層が積層された第１接着シートと、一方の面に第２印字
面が設けられた第２シート基材の他方の面に、第２疑似接着剤層、第２接着剤層が順次積
層されるとともに、前記第２接着剤層に非接着領域が設けられ、前記第２接着剤層又は非
接着領域が不透明に設けられた第２接着シートとを含む配送伝票であって、
　前記第２接着シートは第１接着シートよりも大きい形状に設けられ、
　前記第１接着シートの第１印字面側に第２接着シートの非接着領域を重ねて当該非接着
領域の外周側に表出する接着剤層を被着体に貼付することで、前記第１印字面が隠蔽され
るという構成を採ることもできる。
【０００９】
　本発明において、前記第２シート基材は、複数に分割可能な切り込みを有し、当該切り
込みの内側が受領書として機能するように設けられている。
【００１０】
　また、前記第２シート基材は、前記切り込みの内縁側に前記受領書の捲り部を備えた構
成とすることが好ましい。
【００１１】
　更に、前記非接着領域の外周側に表出する前記接着剤層の一部に剥離促進部が設けられ
る、という構成を採るとよい。
【００１２】
　本発明における第１及び第２シート基材は紙や樹脂フイルム等を用いることができる。
また、疑似接着剤層は、ポリエチレン樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂、天然ゴム
系樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体、紫外線硬化
ニス、ポリエチレンテレフタレート樹脂等を例示することができ、それら異種材料を任意
に組合せて疑似接着剤層とすることができる。
　また、本発明において、「印字」は、文字、記号、図形又はこれらの任意の組合せを含
む概念として用いられる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、第２接着シートにおける第２シート基材が疑似接着剤層で剥離可能に
なるとともに、当該疑似接着剤層の下に不透明層或いは不透明な第２接着剤層又は不透明
な非接着領域が位置する構成であり、また、第１接着シートの外側に表出する第２接着シ
ートの接着剤層を被着体に貼付する構成であるため、第２シート基材を剥離しても、第１
印字面に印字された内容を隠蔽した状態に保つことができる。
　また、第２シート基材に切り込みを形成し、その内側を受領書として機能させることが
できるので、配送先情報等と関連付けて受領書の持ち帰りが可能となる。
　更に、前記切り込みの内縁側に捲り部を設けることで、前記受領書の剥離作業を容易且
つ迅速に行うことが可能となる。
　また、前記非接着領域の外周側に表出する前記接着剤層の一部に剥離促進部を設けた構
成では、第２接着シート全体を被着体から剥離する際の作業も容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１５】
　図１には、本実施形態に係る配送伝票１０が宅配商品の梱包体を被着体Ｗとして貼付さ
れた概略斜視図が示され、図２には、その層構造を示す分解側面図が示されている。これ
らの図において、配送伝票１０は、平面形状が略方形となる第１接着シートＳ１と、当該
第１接着シートＳ１よりも大きく設けられた第２接着シートＳ２とにより構成されている
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。
【００１６】
　前記第１接着シートＳ１は、図２に示されるように、一方の面（上面）に印字Ｐ１が施
される第１印字面１１Ａが設けられた第１シート基材１１と、当該第１シート基材１１の
他方の面（下面）に積層された第１疑似接着剤層１２及び感圧接着性の接着剤層からなる
第１接着剤層１３とを備えて構成されている。また、第２接着シートＳ２は、一方の面（
上面）に印字Ｐ２が施される第２印字面１５Ａが設けられた第２シート基材１５と、この
第２シート基材１５の他方の面（下面）に積層された第２疑似接着剤層１６、不透明層１
７、感圧接着性の接着剤層からなる第２接着剤層１８が順次積層され、前記第２接着剤層
１８の下面には、非接着領域としての非接着処理層１９、及び、前記第２接着剤層１８の
コーナー部に設けられた剥離促進部としての非接着処理部２０を備えて構成されている。
【００１７】
　本実施形態では、第１、第２シート基材１１、１５は、紙を材料として印字可能に構成
される。
【００１８】
　前記第１疑似接着剤層１２及び第２疑似接着剤層１６は、それぞれ同一の材料による複
層構造とされている。本実施形態では、特に限定されるものではないが、第１及び第２疑
似接着剤層１２、１６における上位層１２Ａ、１６Ａは、低密度ポリエチレンによって構
成されている一方、下位層１２Ｂ、１６Ｂはポリスチレンにより構成され、これら上下層
の界面で剥離可能となっている。なお、前記第１、第２疑似接着剤層１２、１６は、層構
造の材料がそれぞれ違なる疑似接着層構造としてもよい。
【００１９】
　前記第２接着シートＳ２において、前記第２シート基材１５の面内には、第２疑似接着
剤層１６の剥離界面に達する切り込みＣが略方形の軌跡に沿って閉ループ状に形成されて
いる。この切り込みＣは、第２シート基材１５を内側と外側とに分割可能とし、内側が受
領印捺印箇所を含む受領書Ｓ２ａとして機能するようになっている。また、切り込みＣの
内側において、コーナー部に、平面視略三角形状に切り欠かれた捲り部２２が形成されて
いる。
【００２０】
　前記不透明層１７は、印字物の上に配置したときに、その印字内容が透けて認識できな
いような層であって、紙、フイルム、樹脂シート等が例示できる。更に、透明若しくは半
透明なシート材に全面着色やドットパターン印刷等によって隠蔽処理を施すようにしても
よい。
【００２１】
　前記非接着処理層１９は、前記第２接着剤層１８の外周縁よりも内側に外周縁が位置す
る大きさであって、前記第１シート基材１１の外周からはみ出す大きさに設けられている
。従って、非接着処理層１９の外周側に表出する第２接着剤層１８の外周側が被着体Ｗに
接着することで、第１接着シートＳ１が被着体Ｗとの間に保持されることとなる。なお、
非接着処理層１９は、紙、フイルム、樹脂層、シリコーン層等、前記第２接着剤層の接着
力によって他の物と接着しない、又は、ほとんど接着しない材料において何ら限定される
ことはない。
【００２２】
　前記剥離促進部を構成する非接着処理部２０は、前記非接着処理層１９と同一又は別の
層を部分的に設けることによって形成され、当該非接着処理部２０の位置から第２接着シ
ートＳ２が剥離可能となっている。なお、非接着処理部２０は、紙、フイルム、樹脂層、
シリコーン層等、前記第２接着剤層の接着力によって他の物と接着しない、又は、ほとん
ど接着しない材料において何ら限定されることはない。
【００２３】
　次に本実施形態における配送伝票１０の使用方法について説明する。
【００２４】
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　先ず、第１接着シートＳ１には、第１シート基材１１の印字面１１Ａに、配送商品の品
名や金額等の他、領収書等の印字Ｐ１が施される。この一方、第２接着シートＳ２には、
第２シート基材１５の印字面１５Ａに配送商品の届け先等の印字Ｐ２が施される。
　次いで、図３に示されるように、第１接着シートＳ１を被着体Ｗに貼付した後、当該第
１接着シートＳ１のシート基材１１を前記非接着処理層１９で覆うように第２接着シート
Ｓ２を重ね合わせるとともに、非接着処理層１９の外周側に表出している第２接着剤層１
８を被着体に貼付する。これにより、第１接着シートＳ１は、第２接着シートＳ２と被着
体Ｗとの間で脱落不能な状態で保持され、且つ、印字Ｐ１の内容が秘匿された状態に保た
れる。
【００２５】
　配送商品が配達された際に、配達人は、受取人に受領印を捺印してもらい、前記捲り部
２２に指先を引っかけて受領書Ｓ２ａを捲り取って持ち帰ることができる。この捲り取り
により、第２疑似接着剤層１６の下位層１６Ｂが表出することになるが、その下面側に不
透明層１７が積層されているため、第１シート基材１１の印字Ｐ１の内容が見えてしまう
ことはない。
【００２６】
　受取人は、前記非接着処理部２０が設けられているコーナー部を摘んで第２接着シート
Ｓ２の剥離操作を行うことで、当該第２接着シートＳ２を被着体Ｗから剥離でき、その後
、第１シート基材１１を第１疑似接着剤層１２の層間で剥離して保管することができる。
【００２７】
　従って、このような実施形態によれば、第１接着シートＳ１に印字された内容は、例え
、配送業者といえども見ることができないので、個人のプライバシーを確実に守ることが
可能な配送伝票１０を提供することができる。
【００２８】
　以上のように、本発明を実施するための最良の構成、方法等は、前記記載で開示されて
いるが、本発明は、これに限定されるものではない。
　すなわち、本発明は、主に特定の実施形態に関して特に図示、説明されているが、本発
明の技術的思想及び目的の範囲から逸脱することなく、以上説明した実施形態に対し、形
状、位置若しくは配置等に関し、必要に応じて当業者が様々な変更を加えることができる
ものである。
【００２９】
　例えば、第２疑似接着剤層１６と第２接着剤層１８との間に不透明層１７が介在する場
合を図示、説明したが、第２疑似接着剤層１６内であって、剥離界面よりも下に不透明層
１７を位置するように構成してもよい。また、第２疑似接着剤層１６の下位層１６Ｂ、第
２接着剤層１８、非接着処理層１９のうち少なくとも一つを不透明に着色、又はドットパ
ターン印刷等によって隠蔽処理を施した材料で構成した場合には、不透明層１７を省略し
てもよい。
　更に、前記実施形態では、非接着領域として非接着処理層１９を有する構成としたが、
図４に示されるように、第２接着剤層１８の内部に接着剤が存在しない領域を設けて構成
したり、第２接着剤層１８の内部にエネルギー線を照射することによって、その接着力を
なくすことで非接着領域としてもよい。
　また、剥離促進部として非接着処理部２０を設けたが、非接着領域と同様に、コーナー
部に第２接着剤層を設けないように構成したり、エネルギー線を照射することによって、
その接着力をなくすことで非接着処理部２０としてもよい。
　更に第１、第２接着剤層１３、１８は、感熱接着性の接着剤層としてもよい。
　また、受取人が第１疑似接着剤層１２での層間剥離がし易いように、第１疑似接着剤層
１２の剥離界面に達する切り込みを第１シート基材１１のコーナー部に設けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】実施形態に係る配送伝票が被着体に貼付された状態を示す概略斜視図。
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【図２】前記配送伝票の層構造を示す図１の分解側面図。
【図３】図１の分解斜視図。
【図４】前記配送伝票の変形例に係る層構造を示す分解断面図。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　配送伝票
　１１　第１シート基材
　１１Ａ　第１印字面
　１２　第１疑似接着剤層
　１３　第１接着剤層
　１５　第２シート基材
　１５Ａ　第２印字面
　１６　第２疑似接着剤層
　１７　不透明層
　１８　第２接着剤層
　１９　非接着処理層（非接着領域）
　２０　非接着処理部（剥離促進部）
　２２　捲り部
　Ｃ　切り込み
　Ｓ１　第１接着シート
　Ｓ２　第２接着シート
　Ｗ　被着体
　Ｓ２ａ　受領書
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